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た。

　非 常 曳航 設 備の 主 要構成 を事前装着型非常曳航設 備及 び

非事前装着 型 非常曳航設備毎 に 表 C27 ，2．2−1 に 示 した。ま

た，チ ェ イフ ィ ン グ ギ ア の 要求 を船首部 非常曳航設 備 に規

定 し C27，2，2−2 に 示 した 。

　機能的 に は，事前装着型非常曳航設備が従来の 船尾部非

常 曳航 設 備 に 相当 し，非事前装 着型非常曳航設備 が チ ーL イ

フ ィ ン グギ ア の 要 件 を除 き従 来 の 船 首部 非 常 曳航 設 備 に相

当す る。

3．3　船用材料 ・機器等の 承認及び認定要領　第 2 編

　6．4．3展 開試 験 の 中，「船 尾 部 非 常 曳 航 設備．1 を 「事前 装

着型非常曳航設 備」に 「船首部 非常曳航 設備」を 「非事前

装着型非常曳航 設備」 に用 詒 を改 め た。

19．鋼船規則検査要領 C 編に おけ る改正 点の解説

　　　　（コ ンテ ナ運搬船の非風雨密倉ロ 蓋）

1．　 は じめ に

　2002年 12月 27 日付達 第 72号 （目 本籍船舶用） 及び 同

日イlj　No廿ce　No．77 （外 国籍 船 舶 用 ） に よ り，鋼 船 規 則検査

要 領 C 編の コ ン テ ナ運 搬 船 の 非凧雨密倉 凵 蓋 （以 下，1
’
当

該倉 口蓋」 とい う） に関 す る規定が 改 正 され た 。 以 下，改

正 され た 内 容 につ い て 解 説す る。

2． 改正 の 背景

コ ン テ ナ運搬船の 倉 口蓋 の 風 雨 密 性 に つ い て ，MSC75 で

IMO の ガ イ ドラ イン が 作成 され る まで，当面 IACSが 制 定

した 統
一

解釈 UI　LL64 を適用す る と い う結論 に 達 したの

で ，IACS 　UI　LL64 に 倣 っ て 鋼船規 則 検査要 領 中 の 同様 の

規定 を改 正 した 。

3．改正 の 内容

（1）当該倉 口 蓋 を設備す る 場所 に お ける 倉 口 縁材 の 甲板

　 上 面上 の 高さを位置 IIで も600m ”t 以 ヒとす る 規定を

　 検査要領 C 編 に C20．2．2−1．と して 新 た に 設 けた 。

（2）鋼船規則検査 要領 C 編 C20．2．7 の 規定 を次の よ うに 改

　 止 した 。

　 （a）当該倉 口 蓋 は乾玄甲板又 は仮想 した乾玄甲板 よ り

　　　標準船 楼高 さの 2 層分以 上 の 甲板 上 に 設 置 で き

　　　る 。 た だ し，倉 口 の
一

部 で も船首か ら 0．25Lfの 位

　　　置 よ り前方に あ る 場合 は，標準船楼 3層分 よ り ヒ

　 　 　方 の 甲板 上 で な けれ ば設 置 で きない 。

　 （b）倉口 蓋 相 互 問 の 間 隙 は ，50吻 〃z 以 下 を標準 とす

　 　 　 る。

　 （c）ラ ビ リ ン ス ，ガ ッ タバ ー又 は 同等物 を倉 口 蓋 の 各

　　　パ ネル の 縁 に取 り付 け る こ と。

　 （d）当該倉 口蓋が 設置 され る 貨物倉 に は ，ビル ジ 警報

　　　装置 を設ける こ と 。

20． 鋼船規則検査要領 C 編に お ける改正 点の解説

　 （最前部貨物 倉前端隔壁後方の 船側防撓構造）

1．　 は じめ に

　2002 年 12 月 27 日付 達 第 72 号 （日本 籍 船 舶 用 ） 及 び

Notice　No ．77 （外 国籍船舶用 ） に よ り，鋼 船 規 則 検 査 要 領

C 編の 部 が 改正 され た 。 以 下，改正 され た 内容 につ い て

解説す る 。

2． 改正の背景

　ば ら積貨物船等 の 最前部 貨物倉前端 隔 壁 後方の 船 側構造

に 関 し，前端 隔壁 直後 の 外 板又 は こ れ に 隣接 す る船 側 横 肋

骨 に取 り付け られ る肘板 又 は外板 に亀裂 損 傷 の 発 生 す る事

例 が相変 わ らず報告 され て い た 。 そ こ で 倉内肋骨 の 撓み 量

及び外板 の 面外変形量 の 調査 を行 い ，最前部貨物倉前端隔

壁 後方の 船 側防撓構造 と して 倉内肋骨 の 撓み 量 を適切 な範

囲 に 抑 え て 外 板 の 面 外 変 形 量 を軽 減 させ る よ う に 規 定 を 見

直 した。

3． 改正 の 内容

　船首隔壁 後方の 防撓構造 に つ い て は
，
1986 年の 改正 で

，

肘板 に よる 補強方法に 加 え て ，新 た に 倉内肋骨 の 寸法 を船

首隔壁 後方 3本 に つ い て ，倉内肋骨の 断面係数か ら船首倉

内肋 骨 の 断面 係数 の 要 求寸 法 とな る よ うに 線形補間 し倉 内

肋骨の 断 面係 数 を増 加 す る 方法 を検査 要領 （C9．4，1（1）） に

規定 した。こ れは，船首隔壁後方 の 倉内肋骨 の 寸法を船首

一 21 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



NIPPON KAIJI KYOKAI (ClassNK)

NII-Electronic Library Service

N 工PPON 　KA 工J 工　KYOKA 工　（ClassNK ｝

日本海事「茘会会誌 No．263，2003 （ll） 78

倉内の 肋骨並 み に 断面 係数 を増 して ，船首隔壁 前後の 連 続

性 を向上 させ よ うとす る改正 で あ っ た 。

　そ の 後 も，改正 され た要領適用以 前の ば ら積貨物船，当

該箇所が コ ネ ク テ ィ ン グ トラ ン ク 構造 の ば ら積貨物船 及び

低温式 LPG 船等 に お い て 船首隔壁 又 は最前部貨物倉前端隔

壁 後方 に 倉内肋骨 に 沿っ た 垂 直 の 外板亀裂が 報告 され た 。

（図 1 参照 ）

　損傷の 形態か ら，損傷原因 は，前端壁 後方の 外板の 面 外

変形が 卞 な原 因 と考 え られ，また，損傷 船 の 構造 の 特徴 と

して ，前端隔 壁 に 近 い 倉内 肋 骨 ほ ど，肋 骨の 支 点 問 距 離 が

大 き くな る 設計 が行 わ れ て い た 。

　倉内 肋骨の 最大変 位量 は，支点 問距 離 の 4乗 に比例 す る

こ と及 び高 張 力 鋼 材 利 用 拡 大 に よ る 断 面 2次 モ
ー

メ ン トの

減少 を考慮す る と，現 行の 断面 係数 に よ る 倉内 肋 骨の 規 定

よ りも，直接倉内 肋 骨 の 相 対 変 位量 及 び 外 板の 面 外変 形 量

を制 限 す る方 法 が好 ま しい と 考 えた。

　そ こ で ，付録 に示 す 評 価 方法で 倉内肋骨の 変 位量 及び 外

板の 面外変形量の 調 査結果 か ら，最 前部貨物倉前端隔壁後

方 の 船 側 防 撓 構造 と して 倉内 肋 骨 の 相対 変 位量 及 び外板 の

面外変形量 に 連続性 を もた せ る よ う以 ドの 規定 を設 け た。

（鋼船規則検査要領 C 編　C9．4．1（1），（2））

　（1）外板変形量 を押 さ え る た め に，前端 隔壁 か ら の 距 離

　　 に 応 じ た
， 倉内肋骨 の 断面 2次 モ

ー
メ ン トを規定す る

　　 算式 と し た 。

　（2）コ ネ ク テ ィ ン グ トラ ン クの 場合 ，ボ ッ ク ス 構造 と して

　　 の 強度 につ い て ，簡 易 FEM モ デ ル に よ る比 較計 算 結

　　 果 に よ り，トラ ン ク壁 を肋 骨 とみ な して船倉中心 側 ト

　　 ラ ン ク 壁 の
」
卜1隔を面材 と して 算 入す る こ と と した。

　（3）独 立 型 タ ン ク の 配 置が 困難 に な る た め 肘板 で 対応す

　　 る 場合な ど
， 今回の 改正案 に よ り難 い 場合 も想定 さ

　　 れ る た め，倉内肋骨の 変形 が 前端隔壁近傍 の 船側外

　　 板 に 与え る 影響及 び 船 首構 造 と の 連 続 性 に 注 意 を

　　 払 っ て 検刮 で き る 旨の 規定 を追加 した 。

δ ＝z祕
4 ／ 384El

w ： 単位長 さあ た りの 荷重

」 ： 梁の 長 さ

E ：ヤ ン グ率

1 ： 断面 「 次 モ ーメ ン ト

　と表せ る こ と を利用 した。等分布荷重 ω は，当該肋骨 に

対 す る規 則 の 波 浪 荷 重 と して 台 形 荷 重 を肋 骨 中央で 代 表 さ

せ た等分布荷重 と して 置 き換 え て 評 価 した。

w ＝｛（0．038L
’
＋ci）

−
　Y − 1／2｝＊ 月力骨 毛・艮巨

Y ：ホ ッ パ ー上 端の 高 さ

Z ：肋骨支点 間距 離

　 E式 か ら 当該 肋 骨 ご と に 最 大変 位量 （mm ） を 求め た。

ただ し，こ の 場合，肘板 の 効果 を考慮 して い ない 。

　非 損 傷 例 及 び 損 傷 例 を考 慮 し，変 位 量 の 許 容値 と し て ，

前端 隔 壁か ら の 距 離 1000mm に 対 して 3mm を提案 し た。

（図 2 及 び 図 3参照〉

δ＝　 3nS ／ 1000 S：肋骨心 距

n ：船首隔壁 か ら 数 え た 当

　該肋骨 まで の 肋骨本数

　 （n≡1，2，3　・　・）

δ
＝

wl
・i ／ 384EI 　　＝hStt／ 384E ∬

　 　 　 　 　こ こ で w ＝hS とす る

　　　　 h ’竜骨 L面 F．　Cl＋ O．038LTの 点 か ら船側 にお

　　　　　　 ける 当該助骨の 中央 まで の 垂直距離 （m ）

δ＝　　3nS ／ 1000 ＝hSl4／ 384E ∬

単位 系 をそ ろ え て ∬で 表す と

1＝　4．13hl4／ n 　（cm4 ）

付録　倉内肋骨の 検討モ デル

　倉内肋 骨の 検討モ デ ル と して 両 端固 定の 梁 と し，等分 布

荷重をか け た場合の 最 大変位量が

と な る。
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1 損傷個所■
L 肘板を 設置 しな い 構造 （含む コ ネクテ ィ ン グ 構造）

　 Cape　BC （16 年）　　　　　 Panamax 　BC トラ ン ク構 造 （4 年）

2．肘板を設 置 した 構造

　 Small　Handy 　BC （18年）

Cape　BC 　（4 年）

LPG 船

外

（11〜13 年）

　 　CoL　Bhd

Handy 　BC （12 年）

Cape 　BC （10 年）

｝

1Fr ．縦式

　　 　 　図 1

Cape　BC トラ ン ク構造 （11 年）

LPG 船

Handy 　BC （13 年）

Cape 　BC （5年）

（10 年）

Col．　Bhd

　　　　　3　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　　　　　　　　　　　 3Fr ．横式

外 板 損 傷 例 （損 傷 発 生 時 の 建 造 後 の 年数）
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図 2　 損傷船 に お ける外板変位量 の 評価 （肘板 に よ る 防撓効果 は考慮 して い な い ）
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非損 傷 船 （HT32 ）（肘 板無 し）
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図 3　 非損傷船 に お け る 外板変位量 の 評価
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